
1

2

3

4

目標１

（課題１）

目標２

（課題２）

目標３

（課題３）

目標４

（課題４）

令和２年度

2,864,115,003

-42,643,555

0

2,821,471,448

2,731,237,694

96.8%

施策に関係する内閣の重
要政策（施政方針演説等

のうち主なもの）

施政方針演説等の名称 年月日

第213回国会　衆議院厚生労働委員会　厚生労働大
臣所信表明

令和６年３月12日
（包括的な支援の取組）
生活困窮者自立支援制度及び生活保護制度については、居住支援の強化や子ども
の貧困への対応を行うため、関係法案を今国会に提出しました。

2,718,131,938 2,702,452,402 2,824,576,313

執行率（％、d/(a＋b＋c)） 96.3% 94.6% 99.1%

施策の予算額・執行額等

2,864,354,060 2,851,601,705 2,866,020,024

補正予算（b） -42,092,633 -6,774,083 -100,945 -

区分 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

予算の
状況

（千円）

当初予算（a） 2,865,300,049

繰越し等（c） 94,418 93,737 0

合計（a＋b＋c） 2,823,301,834 2,857,673,714 2,851,500,760

執行額（千円、d）

施策実現のための課題

・生活保護の適正な制度運営のため、保護の適正な実施や自立支援が重要である。特に、生活保護の医療扶助費の適正化や生活保護受給者への就
労支援の強化等の取組が必要である。ＫＰＩ として設定されている、就労支援事業等に参加可能な者の事業参加率、就労支援事業を通じた就労・増収
率及び「その他の世帯」の就労率について、実績値が目標達成には至っていない状況である。

・病気や障害、これまでの生活状況等により対人関係に課題を抱える者や、就労の経験が少ない者等に対し、日常生活自立、社会生活自立等、アセス
メントを丁寧に実施しつつ、被保護者の多様な課題の解決に向けて徐々に自立支援を行っていく取組を強化していく必要がある。

・医療扶助における入院外の１ヶ月あたりの患者１人当たり受診日数の年次推移は、近年減少傾向にあり、同一傷病について、同一月内に同一診療科
を15日以上受診している月が３ヶ月以上続いている者（受診状況把握対象者）の数も減少してきている。
・他方、受診状況把握対象者のうち、主治医・嘱託医が必要以上の受診と認めた者を対象として適正受診指導を行っているが、指導を受けた者のうち、
改善した者の割合は47.4％に留まっている。また、対象者によっては効果が一時的で一定期間を経過した後、受診回数が増加してしまう場合があるとの
指摘もあり更なる対策が求められている。

・被保護者については、通常、医療に係る患者負担が発生せず、後発医薬品を選択する動機付けが働きにくいことを踏まえ、平成30年の生活保護法の
改正により、医療扶助における後発医薬品の原則化の措置が講じられており、引き続き、医療扶助の適正化に向けてその使用促進を図る必要がある。
（参考）令和５年度の医療扶助における後発医薬品の使用割合：88.2％

各課題に対応した
達成目標

達成目標/課題との対応関係 達成目標の設定理由

就労支援を適切に行う。
被保護者に対する就労支援（生活保護受給者等就労自立促進事業、被保護者就労
支援事業、被保護者就労準備支援事業、その他就労に関する取組）を適切に行うこと
で、制度をより適切に利用していただく必要があるため。

被保護者就労準備支援事業等を活用した、自立支援の取組強化
を行う。

被保護者に対する就労支援（生活保護受給者等就労自立促進事業、被保護者就労
支援事業、被保護者就労準備支援事業、その他就労に関する取組）を適切に行うこと
で、制度をより適切に利用していただく必要があるため。

頻回受診に係る適正受診指導の取組徹底・強化による改善者数
の向上を行う。

必要な人には確実に保護を実施するという基本的な考え方を維持しつつ、今後とも生
活保護制度が国民の信頼に応えられるよう、医療扶助の適正化等により制度の適正
な運営を行う必要があるため。

後発医薬品使用促進の取組強化及び後発医薬品使用割合の向
上を行う。

必要な人には確実に保護を実施するという基本的な考え方を維持しつつ、今後とも生
活保護制度が国民の信頼に応えられるよう、医療扶助の適正化等により制度の適正
な運営を行う必要があるため。

実績評価書

 （厚生労働省５（Ⅶ－１－１））

施策目標名

生活保護制度を適正に実施すること（施策目標Ⅶ－１－１）
　　基本目標Ⅶ：ナショナル・ミニマムを保障し、社会変化に対応した福祉サービスを提供するとともに、自立した生活の実現や安心の確保等を図ること
　　　　施策大目標１：地域住民の様々なニーズに対して、地域の関係機関が連携して、必要な福祉サービスや支援を包括的に提供しつつ、地域の多様な主体の参
加・協働を促し、地域共生社会を実現すること

施策の概要

【生活保護制度】
・ 生活保護法（昭和25年法律第144号）第１条において、日本国憲法第25条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度
に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とすることが規定されている。
・ 保護の種類には、生活扶助、住宅扶助、医療扶助等の８種類があり、それぞれ日常生活を送る上で必要となる食費や住居費、病気の治療費などについて、必要
な限度で支給されている。

施策を取り巻く現状

１．生活保護制度の状況
・ 生活保護受給者数は約202万人。世界金融危機以降急増したが、季節要因による増減はあるものの、近年、減少傾向で推移している。
・ 年齢階級別の被保護人員は、65歳以上の者の増加が続いており、被保護人員のうち、半数は65歳以上の者が占める。ただし、保護率については、上昇傾向が
続いていた65歳以上も近年は横ばい。
・ 生活保護受給世帯数は約164万世帯で、類型別では、高齢者世帯が増加。高齢者世帯は約９割が単身世帯を占める。
・ いわゆる稼得年齢層である「その他世帯」の世帯数は、Ｈ20年の世界金融危機後に大きく上昇し、その後低下傾向にあったが、令和２年６月以降対前年同月比が
プラスに転じている。
※生活保護制度の目的は最低生活の保障と自立の助長であり、この２つの目的達成に向けての取り組みが本制度の最大の趣旨となっていることから、政策評価
においては、就労支援と医療扶助に着目して課題設定等としている。

２．被保護者に対する自立支援
・ 制度目的の１つである「自立の助長」における自立の概念は、経済的自立、日常生活自立、社会生活自立の３つに分けられる。
・ 被保護者に対する就労支援については、就労支援員による就労に関する相談・助言等の支援を行う被保護者就労支援事業（平成 25 年改正法により法定化）
や、 公共職業安定所（ハローワーク）と連携してチーム支援を行う生活保護受給者等就労自立促進事業、就労意欲の喚起や一般就労に従事する準備としての日
常生活習慣の改善を行う被保護者就労準備支援事業（予算事業）を実施してきた。
・ これら各種事業の活用により、就労可能な被保護者の多くは就労し、自立に至っており、引き続き取り組みを推進していく必要がある。
・ 一方で、 対人関係に課題を抱える者や、就労の経験が少ない者等、日常生活や社会生活の面で課題を抱え、就労による自立に一定程度の時間を要する者も存
在している。

３．医療扶助
 ・医療扶助の適正化の取組の一つである頻回受診対策については 、福祉事務所が受診回数の基準に該当する者を抽出し、主治医訪問・嘱託医協議により、頻回
受診と認められた者に対して訪問指導や同行受診等に取り組み、受診行動が改善した者の割合が上昇してきているなど、一定の成果が得られている。
・ 医薬品の利用の適正化に着目した取組については、平成30年の生活保護法の改正により、医療扶助における後発医薬品の使用原則化を実施している。



指標の選定理由

目標値（水準・目標年
度）の設定の根拠

－ 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和７年度

－ － 62% 65% 65% 65% 65%

52.1% 48.7% 49.1% 47.9%

調査中（令
和７年２月
頃公表予

定）

指標の選定理由

目標値（水準・目標年
度）の設定の根拠

－ 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和７年度

－ － 47.4% 50% 50% 50% 50%

40.4% 34.4% 36.2% 38.1%

調査中（令
和７年２月
頃公表予

定）

指標の選定理由

目標値（水準・目標年
度）の設定の根拠

－ 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和７年度

－ － 43% 45% 45% 45% 45%

39.3% 36.3% 34.0% 33.6%

調査中（令
和７年２月
頃公表予

定）

目標値

目標値 主要な指標 達成
年度ごとの実績値

○ （△）

主要な指標 達成
年度ごとの実績値

○ （△）

達成目標１について 就労支援を適切に行う。

測定指標

指標１

被保護者就労支援事業等に
参加可能な者の事業参加率

（アウトプット）

【新経済・財政再生計画関
連：社会保障分野 40】

【新経済・財政再生計画 改革
工程表のＫＰＩ】

・生活保護受給者の自立を助長するため、福祉事務所を設置する地方公共団体においては、被保護者就労
支援事業・被保護者就労準備支援事業等を実施している。これらの事業の取組状況を評価するため、本指標
を選定している。

（参考１）平成29年度実績：36.5％、平成30年度実績：57.1％
　※平成30年度から就労支援事業に参加する余地のない者を除外
（参考２）令和２年度実績：48.7％は、分母：就労可能と判断する被保護者数（191,506人）、分子：事業参加者
の人数（93,181人）から算出したもの。

（出典）：厚生労働省社会・援護局保護課調べ

「新経済・財政再生計画改革工程表」において、令和７年度に65％とすることを目標としている。
【新経済・財政再生計画 改革工程表のKPIは、施策の達成状況を表すものになっており、同KPIと同じ指標を
測定指標として設定】

基準値
年度ごとの目標値

目標値 主要な指標

指標３

「その他の世帯」（※）の就労
率(就労者のいる世帯の割

合)
（アウトカム）

（※）生活保護受給世帯のう
ち、高齢者世帯、母子世帯、
障害者世帯、傷病者世帯以

外の世帯をいう。

【新経済・財政再生計画関
連：社会保障分野 40】

【新経済・財政再生計画 改革
工程表のＫＰＩ】

・生活保護受給者の自立を助長するため、福祉事務所を設置する地方公共団体においては、被保護者就労
支援事業・被保護者就労準備支援事業等を実施している。これらの事業の効果を評価するため本指標を選定
している。
（参考１）平成29年度実績：40.4％、平成30年度実績：38.7％
（参考２）令和２年度実績：36.3％は分母：その他の世帯の総数（228,960世帯）、分子：就労者のいるその他の
世帯数（83,061世帯）から算出したもの。
（出典）被保護者調査

「新経済・財政再生計画改革工程表」において、令和７年度に45％とすることを目標としている。
【新経済・財政再生計画 改革工程表のKPIは、施策の達成状況を表すものになっており、同KPIと同じ指標を
測定指標として設定】

基準値
年度ごとの目標値

達成
年度ごとの実績値

（×）

指標２

就労支援事業等に参加した
者のうち、就労した者及び就
労による収入が増加した者の

割合
（アウトカム）

【新経済・財政再生計画関
連：社会保障分野 40】

【新経済・財政再生計画 改革
工程表のＫＰＩ】

・生活保護受給者の自立を助長するため、福祉事務所を設置する地方公共団体においては、被保護者就労
支援事業・被保護者就労準備支援事業等を実施している。これらの事業の効果を評価するため、本指標を選
定している。
（参考１）平成29年度実績：就労・増収者43.6％、平成30年度実績：42.4％
（参考２）令和２年度実績：34.4％は分母：事業参加者の人数（93,181人）、分子：就労・増収者の人数（32,097
人）から算出したもの。
（出典）：厚生労働省社会・援護局保護課調べ

「新経済・財政再生計画改革工程表」において、令和７年度に50％とすることを目標としている。
【新経済・財政再生計画 改革工程表のKPIは、施策の達成状況を表すものになっており、同KPIと同じ指標を
測定指標として設定】

基準値
年度ごとの目標値



指標の選定理由

目標値（水準・目標年
度）の設定の根拠

－ 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和７年度

－ － － － － 24% 26%

20.3% 23.5% 21.6% 20.6%

調査中（令
和７年２月
頃公表予

定）

指標の選定理由

目標値（水準・目標年
度）の設定の根拠

－ 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和７年度

－ － － － － 26% 28%

25.6% 25.6% 25.6% 21.5%

調査中（令
和７年２月
頃公表予

定）

指標の選定理由

目標値（水準・目標年
度）の設定の根拠

－ 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

－ －

（令和３年
度目標に
向けた目

安値：62%）

（令和６年
度目標に
向けた目

安値：
52.2％）

（令和６年
度目標に
向けた目

安値：
55.5％）

58.8％
（2020（令
和２）年度
比改善者
数割合２
割以上）

58.8％
（2020（令
和２）年度
改善者数
割合比２
割以上）

49.0% 49.0% 44.9% 47.4%

集計中（令
和7年2月中
旬公表予

定）

○ （△）

測定指標

指標６

頻回受診者に対する適正受
診指導による改善者数割合

（アウトカム）

【新経済・財政再生計画関
連：社会保障分野㊶】

【新経済・財政再生計画 改革
工程表のＫＰＩ】

生活保護受給者が適正な受診をすることは、本人の健全な日常生活を維持することに加え、制度に対する国
民からの信頼を確保する点においても重要。そのため、各地方公共団体において診療日数が過度に多い生
活保護受給者に対しては、個々の状況を把握し、必要に応じて指導等を行い、適正受診を図るための取組を
行っている。この取組の実施状況を評価するため本指標を選定している。

（参考１）平成29年度実績53.9%、平成30年度実績54.1%
（参考２）令和4年度実績値47.4％は分母：適正受診指導対象者の人数（2,051人）、分子：適正な受診日数に
改善された者の人数（973人）から算出したもの。

※令和元年度は、適正受診指導対象者の基準を見直し対象者の範囲が拡大したことにより、実績値が下がっ
たもの。
（出典）：厚生労働省社会・援護局保護課調べ

「新経済・財政再生計画改革工程表2022」において、令和６年度において令和２年度改善者数割合比２割以
上を目標としている。
【新経済・財政再生計画 改革工程表のKPIは、施策の達成状況を表すものになっており、同KPIと同じ指標を
測定指標として設定】

基準値
年度ごとの目標値

目標値 主要な指標 達成
年度ごとの実績値

主要な指標 達成
年度ごとの実績値

○ （△）

達成目標３について 頻回受診に係る適正受診指導の取組徹底・強化による改善者数の向上を行う。

達成目標２について 被保護者就労準備支援事業等を活用した、自立支援の取組強化を行う。

測定指標

指標４

被保護者就労支援事業等の
活用により日常生活の課題
がある者の状態像が改善し

た者の割合
（アウトカム）

【新経済・財政再生計画関
連：社会保障分野 40】

【新経済・財政再生計画 改革
工程表のＫＰＩ】

・生活保護受給者の自立を助長するため、福祉事務所を設置する地方公共団体においては、被保護者就労
支援事業・被保護者就労準備支援事業等を実施している。これらの事業の効果を評価するため本指標を選定
している。

（参考１）平成30年度実績：21.0％、令和元年度実績：20.3％
（参考２）令和２年度実績：23.5％は分母：事業参加者（13,566世帯）、分子：状態像が向上した者（3,193世帯）
から算出したもの。
（出典）：厚生労働省社会・援護局保護課調べ

「新経済・財政再生計画改革工程表」において、令和７年度に26％とすることを目標としている。
【新経済・財政再生計画 改革工程表のKPIは、施策の達成状況を表すものになっており、同KPIと同じ指標を
測定指標として設定】

基準値
年度ごとの目標値

目標値 主要な指標 達成
年度ごとの実績値

○ （△）

指標５

被保護者就労支援事業等の
活用により社会生活の課題
がある者の状態像が改善し

た者
の割合

（アウトカム）

【新経済・財政再生計画関
連：社会保障分野 40】

【新経済・財政再生計画 改革
工程表のＫＰＩ】

・生活保護受給者の自立を助長するため、福祉事務所を設置する地方公共団体においては、被保護者就労
支援事業・被保護者就労準備支援事業等を実施している。これらの事業の効果を評価するため本指標を選定
している。

（参考１）平成30年度実績：23.9％、令和元年度実績：25.6％
（参考２）令和２年度実績：25.6％は分母：事業参加者（17,895世帯）、分子：状態像が向上した者（4,582世帯）
から算出したもの。
（出典）：厚生労働省社会・援護局保護課調べ

「新経済・財政再生計画改革工程表」において、令和７年度に28％とすることを目標としている。
【新経済・財政再生計画 改革工程表のKPIは、施策の達成状況を表すものになっており、同KPIと同じ指標を
測定指標として設定】

基準値
年度ごとの目標値

目標値



指標の選定理由

目標値（水準・目標年
度）の設定の根拠

－ 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 毎年度

－ 100% 100% 100% 100% 100% 100%

99.6% 97.4% 100.0% 100.0%

集計中（令
和7年2月中
旬公表予

定）

指標の選定理由

目標値（水準・目標年
度）の設定の根拠

－ 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 毎年度

－ 80% 80% 80% 80% 80% 80%

86.2% 87.8% 87.7% 86.4% 88.2%

○

※　令和４年度から令和８年度は第５期基本計画期間である。

学識経験を有する者の知
見の活用

第16回政策評価に関する有識者会議福祉・年金ワーキンググループ（令和６年７月22日開催）で議論いただいたところ、以下のご意見があり、これを踏まえ、以下
に示すような対応を行った。

【達成目標１の指標２・３について】
①測定指標２（就労支援事業等の参加者のうち、就労した者及び就労による収入が増加した者の割合）はコロナ禍でも数値が上がっているが、測定指標３（「その他
の世帯」の就労率（就労者のいる世帯の割合））は下がっている理由如何。また、測定指標３はコロナ前から数値が下がり始めているように思われるが、何か考えら
れる要因はあるか。

　ただ数値だけを追うのではなく、何が理由で下がっているのか、被保護者の実態の分析が必要。やはり難しい方が増えているように思われるが、その辺りの分析
如何。

⇒指標３の数値がコロナ禍前から下降傾向にある要因については、「その他世帯」における課題の複雑化・多様化や、地域における求人の状況、福祉事務所など
支援体制の課題など、様々な要因があるものと考えている。
　今後、こうした「要因」を精査するとともに、実態を踏まえた対策や、適切な指標・目標設定を検討してまいりたい。

【達成目標１の指標１～３について】
②就職したところで終わりではなく、その人たちが生活保護にもう一回戻ってきていないのかどうか、あるいは、非常に長い期間生活保護を受給していた人が、就労
支援員の活動によって就労に結び付いた等、全国的に数字で出すのは難しいと思われるが、そうした好事例等を紹介していただくと、頑張りみたいなものが目に見
えるのではないか。また、そうした定着率等はデータ化されているか。

⇒被保護者就労支援事業（就労支援員の活動等）により就労に結びついた好事例の収集・紹介や、就労後の定着状況に関するデータの把握については、ご指摘を
踏まえて検討してまいりたい。

③指標１～３については、令和５年度から令和７年度まで同じ目標値とされているが、達成するためにどういう戦略・プロセスで達成していくかという点を踏まえ、段
階的な目標値を設定した方がよいのではないか。

⇒令和６年度の目標値については、既に事業が始まっており、また、令和７年度の目標値については、「新経済・財政再生計画改革工程表」において設定されてい
るため、現段階での目標値の変更は困難である。
　そのうえで、令和８年度以降の指標および目標値の設定に当たっては、ご指摘を踏まえて検討してまいりたい。

【達成目標１について】
④就労支援員は、財政制約の中で増加させる意味でも会計年度任用職員のような扱いの方が多いと思われるため、就労支援員の増加については、インプット又は
アウトプットのデータとして、今後とも検証の1つとして使っていただきたい。

⇒令和５年度における就労支援員の配置状況は、直営81.1%、委託14.1%、直営＋委託4.7%となっている。また、配置人数の推移は、R１年度2,050人、R２年度2,067
人、R３年度2,083人、R４年度2,075人、R５年度2,094人となっている。
　被保護者就労支援事業の体制面の評価・検証に当たり、ご指摘の就労支援員数も含め、どのようなデータを参照することが適当か、検討させていただきたい。

【達成目標２の指標４・５について】
⑤現場で提供しているサービスの質の評価は非常に難しく、チェックリストや尺度等はあるが、それが周りから見て合理性や納得性がある出し方は難しい。このた
め、是非、目指していることを分かりやすく可視化・提示いただき、そこに向かっているということを現場で支援している方々に共通に認識いただくことは非常に重
要。

　厚生労働省が生活保護の適正実施に向けた取組を進める上で何を目標・指標として設定しているか、生活保護の実施機関や担当職員においても意識してもらう
ことが重要である。それぞれの日常生活自立、社会生活自立の変化をどう捉えるのかという手掛かりになる指標を示していただけると、こういう評価が進んでいくの
ではないか。

⇒政策評価の目標・指標やその設定に係る考え方については、自治体に対し主管課長会議等で周知しているところ。今後も、自治体の現場の実態も伺いながら適
切な目標・指標の設定に努めるとともに、自治体に対し、目標・指標やその設定に係る考え方についてしっかり周知してまいりたい。

指標８

生活保護受給者の後発医薬
品の使用割合
（アウトカム）

【新経済・財政再生計画関
連：社会保障分野58】

【新経済・財政再生計画 改革
工程表のＫＰＩ】

・ 医療扶助における後発医薬品の使用促進については、生活保護法において後発医薬品の使用原則化を規
定するなど、各種の取組を実施しているが、その実施状況を評価するため本指標を選定している。

（参考１）平成29年度実績73.3%（平成29年６月審査分）、平成30年度実績77.6%（平成30年６月審査分）
（参考２）令和５年度実績値88.2％は分母：生活保護受給者に処方された薬剤総量（333,472,127個）、分子：う
ち後発医薬品の個数（294,226,457個）から算出したもの。

（出典）：厚生労働省社会・援護局保護課調べ

「新経済・財政再生計画改革工程表2022」において、毎年度、全ての都道府県で使用割合を80％以上とするこ
とを目標としている。
【新経済・財政再生計画 改革工程表のKPIは、施策の達成状況を表すものになっており、同KPIと同じ指標を
測定指標として設定】

基準値
年度ごとの目標値

目標値 主要な指標 達成
年度ごとの実績値

○

目標値 主要な指標 達成
年度ごとの実績値

（○）

達成目標４について 後発医薬品使用促進の取組強化及び後発医薬品使用割合の向上を行う。

測定指標

指標７

医療扶助の適正化に向けた
自治体における後発医薬品

使用促進計画の策定率
（アウトプット）

【新経済・財政再生計画関
連：社会保障分野 58】

【新経済・財政再生計画 改革
工程表のＫＰＩ】

・ 医療扶助における後発医薬品の使用促進については、後発医薬品の使用割合が80％未満の地方公共団
体においては、その理由を分析し、対応方針を記した「後発医薬品使用促進計画」を策定することとしている。
これを踏まえ、該当する地方公共団体における策定状況を評価するため本指標を選定している。
（参考１）平成28年度実績99.88%（※目標値の設定は平成28年度から）
（参考２）令和４年度実績値100％は分母：後発医薬品の使用割合が80％未満の福祉事務所設置自治体数
（66団体）、分子：後発医薬品使用促進計画が策定済みの福祉事務所設置自治体数（66団体）から算出したも
の。
（出典）：厚生労働省社会・援護局保護課調べ

「新経済・財政再生計画改革工程表」において、目標値を100％としている。
【新経済・財政再生計画 改革工程表のKPIは、施策の達成状況を表すものになっており、同KPIと同じ指標を
測定指標として設定】

基準値
年度ごとの目標値



目標達成度合いの測定結果 （各行政機関共通区分）　④【進展が大きくない】

総合判定

（判定結果）　B【目標達成に向けて進展あり】

（判定理由）
【達成目標１：就労支援を適切に行う】
・　指標１（被保護者就労支援事業等に参加可能な者の事業参加率（アウトプット）)については、被保護者就労支援事業等に参加可
能な者の事業参加率を65%になるよう目標を設定していた。令和５年度実績値は現在集計中であるものの、令和２～４年度は新型コ
ロナウイルスの影響により対面での支援が困難であった等、事業実施の効果が現れるのは厳しい状況であった。新型コロナウイルス
の影響が小さくなる令和５年度においては、令和４年度の実績値（47.9%)を下回るとは想定されないが、目標に対する達成度合いが８
割（52%)以上になると見込むことは困難であることから、指標の達成状況としては「（×）」（未達成）と判断した。

・指標２（就労支援事業等に参加した者のうち、就労した者及び就労による収入が増加した者の割合（アウトカム））については、就労
増収者の割合を50%になるよう目標を設定していた。令和５年度実績値は現在集計中であるものの、令和４年度実績値は、38.1％で
対前年度比で1.9%増加している。新型コロナウイルスの影響が小さくなる令和５年度においては、引き続き就労者や収入増加者は少
なくとも同程度は増加するものと想定し、目標に対する達成度合いは８割（40%)以上になると見込み、指標の達成状況としては「（△）」
（概ね達成）と判断した。

・指標３（「その他の世帯」の就労率(就労者のいる世帯の割合)（アウトカム））については、その他の世帯の就労率を45%になるよう目
標を設定していた。令和５年度実績値は現在集計中であるものの、令和４年度実績値は、33.6％であり、対前年度比で微減となって
いる。新型コロナウイルスの影響が小さくなる令和５年度には、求人数も増加し、就労率は引き続き増加し、少なくとも令和２年度の水
準（36.3%)にまでは回復するものと想定し、目標に対する達成度合は８割（36%)以上になると見込み、指標の達成状況としては「（△）」
（概ね達成）と判断した。

【達成目標２：被保護者就労準備支援事業等を活用した、自立支援の取組強化を行う】
・　指標４（被保護者就労支援事業等の活用により日常生活の課題がある者の状態像が改善した者の割合（アウトカム））について
は、被保護者就労支援事業等により日常生活が改善した者の割合を令和５年度には24%と設定していた。令和４年度実績は、20.6％
であり、新型コロナウイルスの影響が小さくなる令和５年度においては、電話での対応や、コロナ禍で実施されていなかった対面での
支援も行われることから、目標に対する達成度合いは少なくとも対前年度から減少することはなく、８割（19.2％)以上になると見込み、
指標の達成状況としては「（△）」（概ね達成）と判断した。

・　指標５（被保護者就労支援事業等の活用により社会生活の課題がある者の状態像が改善した者の割合（アウトカム））について
は、被保護者就労支援事業等により社会生活が改善した者の割合を令和５年度には26%と設定していた。令和４年度実績値は、
21.5％であり、対前年度比では4.1%減少しているが、これは長引く新型コロナウイルスの影響により、人が集まる場所に行けない等、
状態像が改善するには困難な状況にあったことが要因であると想定される。新型コロナウイルスの影響が少なくなる令和５年度にお
いては、目標に対する達成度合いは少なくとも対前年度から減少することはなく、８割（20.8％)以上になると見込み、指標の達成状況
としては「（△）」（概ね達成）と判断した。

【達成目標３：頻回受診に係る適正受診指導の取組徹底・強化による改善者数の向上を行う】
・　指標６については現在集計中であるが、令和３年度と令和４年度の実績を踏まえると増加傾向であり、令和５年度は50％程度に到
達すると考えられ、目標値の8割を超える見込みであるため、目標達成に向けて進展があると評価した。

【達成目標４：後発医薬品使用促進の取組強化及び後発医薬品使用割合の向上を行う】
・　指標７、８については、全て目標値を達成している。

【総括】
・　測定指標が８指標あるうち、主要な指標は６指標あり、概ね達成見込み（（Δ））が５つ、達成（○）が１つという結果となっている。
・　主要な指標以外の指標は２指標あり、目標達成（○）と未達成見込み（（×））で各々１指標ずつとなっている。
・　以上から、評価基準に照らし、目標達成度合いの測定結果としては④（進展が大きくない）、総合判定としてはＢ（達成に向けて進
展あり）と判断した。

【達成目標４の指標７・８について】
⑥指標７は100％の目標で、令和３年度、令和４年度と100％達成できているので、この目標はほぼ解消できていて、次の目標に移る段階ではないか。指標８につい
ても同様。

　指標８についても80％の目標を達成している中で、この80％の意味は今の時点で何なのか、例えば医療保険と医療扶助とは意味合いが違うため、では100％の
ほうがいいのかどうかという辺りも踏まえ、では80％の意味とは何かということを改めて考えたうえで、引き続き80％を目標とするのか、さらに高い目標を設定するの
か、目標は達成されているとして別の指標を立てるのかを検討するべきではないか。

⇒ご指摘のとおり、目標値を継続して達成している状況にあることから、令和６年４月に成立した改正生活保護法において、 都道府県が広域的な観点から被保護
者の医療・健康に関するデータ分析や取組目標の設定・評価等を行う仕組みが新たに創設されることを踏まえ、当該仕組みの施行に向けた検討を進めていく中で、
これと連動した新たな目標の設定などについて検討してまいりたい。
（都道府県によるデータ分析等による市町村支援において目標を設定する場合は、「都道府県における取組目標の設定率」、「都道府県において設定された目標の
達成率」が考えられる。）

【全体について】
⑦今般の法改正は、居住支援や子どもの貧困の問題等、今後に大きく影響する改正であるため、是非、新たな指標として検討いただきたい。

　令和６年４月の法改正は、生活保護制度を適正に実施するために行われたものであるため、当該法改正の内容を踏まえた目標・指標も検討すべき。例えば、子ど
もの貧困に関しては、ケースワーカーが子どものいる世帯の状況を把握できているのかどうか、進路について早期から子どもが検討できるような関わりができている
かどうか、というような実施率等も指標の1つになると考える。

　今般の法改正により、生活困窮者の就労準備支援と制度をまたぐ利用が可能となるため、これに関する評価指標を、所管課が分かれる中で、どういった形で各事
業の推進の中で作っていくかということも、是非検討いただきたい。

⇒まずは改正法の円滑な施行（令和７年４月１日）に向けて取り組むとともに、令和７年度以降その施行状況等を勘案しながら、法改正の内容(居住支援の強化、子
どもの貧困への対応、支援関係機関の連携強化等)を踏まえた令和８年度以降の目標・指標の設定について検討してまいりたい。

⑧最新の被保護者調査によると、被保護世帯は、高齢世帯が55.5％、傷病者・障害者世帯が24.9％で、双方を合計すると80.9％。これが現在の生活保護世帯の現
状と考えたときに、こうした現状の中で基本目標を達成するために、何をどのように評価するのかということは、是非検討を続けていただきたい。

　数値の達成成否はもちろん大事だが、政策評価の重要な役割の一つは、所管課が一体何をこの政策で達成しようとしているのか、どういう方向で何をやろうとして
いるのかというのを、政策評価の指標や目標を通じて示すということ。それも踏まえて対応をお願いしたい。

⇒ご指摘のとおり、政策評価を実施するに当たっては、政策の重点的な施策・取組を明確化するとともに、当該施策・取組の実施状況を把握するための指標や適切
な目標値を設定することが重要と考えており、令和８年度以降の目標・指標の設定に当たっては、こうした基本的な考え方の下、しっかりと検討してまいりたい。



【達成目標４：後発医薬品使用促進の取組強化及び後発医薬品使用割合の向上を行う】
・　指標７、８について、後発医薬品の使用割合に係る目標値を既に達成しており、今後は、医療全体の後発医薬品の使用割合の目
標等を踏まえて検討する。

【達成目標２：被保護者就労準備支援事業等を活用した、自立支援の取組強化を行う】
・　指標４、５について、就労準備支援事業において、支援を実施するに当たっては、支援を効果的・効率的に実施するため、対象者
ごとに抱える課題や目標、支援の具体的内容を設定することとしている。また、対象者の状況や支援の実施状況について定期的に
評価を行い、必要に応じて目標や支援内容の見直しを行うことしており、事業は効率的に実施されていると評価できる。

【達成目標３：頻回受診に係る適正受診指導の取組徹底・強化による改善者数の向上を行う】
【達成目標４：後発医薬品使用促進の取組強化及び後発医薬品使用割合の向上を行う】
・　指標６～８について、後発医薬品の使用促進や医療扶助の頻回受診対策の取組を含む医療費適正化等事業は、毎年度事業内
容を精査し、メニューの見直しを行っており、効率的に事業が実施されていると評価できる。

（現状分析）

【達成目標１：就労支援を適切に行う】
・　指標１～３について、新型コロナウイルスの影響などにより、目標値の達成は至っていない。その一方で、就労可能な被保護者の
うち、就労に繋がり、自立に至っている実績もでているところである。昨今、様々な就労形態がある中で、各自治体では社会情勢の変
化も踏まえ、就労支援を工夫したものの、新型コロナウイルスの影響は大きかったという声もある。これらを踏まえ、今後も被保護者
の就労支援は、被保護者の自立に資するものと評価し、引き続き取り組んでいく。

【達成目標２：被保護者就労準備支援事業等を活用した、自立支援の取組強化を行う】
・指標４、５については、目標値を概ね達成しているものの、日常生活や社会生活の面で課題を抱え、自立に一定程度の時間を要す
る被保護者も存在していることから、引き続き、個々の状況や課題に応じて、効果的と考えられる支援メニューを企画・立案し、計画的
かつ一貫した支援を進める必要がある。

【達成目標３：頻回受診に係る適正受診指導の取組徹底・強化による改善者数の向上を行う】
・　指標６については、これまで補助事業を通じて自治体における頻回受診対策の取組を支援してきているところであり、一定程度頻
回受診の改善が図られている。一方、指導対象者の選定はレセプトから抽出して行うため、受診から実際の指導まで2ヶ月程度のタ
イムラグが生じることから、より早期支援の必要性が指摘されていることや、福祉事務所における専門職の関与等体制面の課題があ
り、これらの課題も踏まえた上で一層の取組を進める必要がある。

参考・関連資料等
・生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律（令和６年法律第21号）の概要
　ＵＲＬ：　https://www.mhlw.go.jp/content/12501000/001254570.pdf

担当部局名 社会・援護局 作成責任者名
保護課長

竹内　尚也
政策評価実施時期 令和６年７月

評価結果と
今後の方向性

施策の分析

（有効性の評価）

【達成目標１：就労支援を適切に行う】
・　指標１～３について、稼働能力を有する生活保護受給者の就労支援に関しては、これまでも、ハローワークとの連携による「生活
保護受給者等就労自立促進事業」、就労支援員の配置等の「被保護者就労支援事業」、また、就労意欲や基本的な生活習慣等に課
題を抱える者に関しては「被保護者就労準備支援事業」に取り組んでいただいているところである。これらの就労関連事業の活用に
より、就労可能な被保護者のうち、就労に繋がり、自立に至っている実績も出ていることから、こうした取組が全体として一定程度有
効に機能していると評価できる。
・　他方で、指標１については、令和４年度実績値は令和２・３年度実績値よりも低く、目標未達見込み（×）となったが、その要因とし
ては、長引くコロナ禍の影響により、引きこもり状態となり、就労に対する意欲喚起が困難となったこと等が考えられる。

【達成目標２：被保護者就労準備支援事業等を活用した、自立支援の取組強化を行う】
・　指標４、５については、令和４年12月20日に公表された「生活困窮者自立支援制度及び生活保護制度の見直しに関する最終報告
書」において、ＫＰＩの設定に関して、経済的自立だけではなく、３つの自立（経済的自立、日常生活自立、社会生活自立）の概念を念
頭に置いた設定が必要とされたことを踏まえて、令和５年度よりこの目標を掲げている。この取組により、日常生活や社会生活の自
立に課題を有する被保護者の状態像が改善された実績も出ており、こうした取組が一定程度有効に機能していると評価できる。

【達成目標３：頻回受診に係る適正受診指導の取組徹底・強化による改善者数の向上を行う】
・　指標６については、自治体において、①一定回数以上の頻回受診者について、医療機関受診の際に保健師等が付き添う等の指
導の強化、②かかりつけの医師と協議の上、患者指導を行う医師の委嘱、③頻回受診指導を行っても指導に従わず、改善が見られ
ないものを対象として、有効期限が1か月より短い医療券を発行し、指導の機会を創出する取組などを実施した場合に、必要な経費
を補助する事業を実施しているところであり、対象者の約半数については改善が見られることから、こうした取組が一定程度有効に機
能していると評価できる。

【達成目標４：後発医薬品使用促進の取組強化及び後発医薬品使用割合の向上を行う】
・　指標７、８については、被保護者については通常医療に係る患者負担が発生しないことから、後発医薬品を選択する動機付けが
働きにくいことを踏まえ、平成30年の生活保護法改正により、医師等が医学的知見等に基づいて使用できると判断した場合には、後
発医薬品の使用を原則とする取扱とされたところ。平成30年10月1日に施行されたことを受け、後発医薬品使用促進計画の策定など
の自治体の取組も進んでいることが有効に機能していると評価できる。

（効率性の評価）

【達成目標１：就労支援を適切に行う】
・　指標１～３について、就労支援事業においては、令和３年度予算額（64.1億円）、令和４年度予算額（55.7億円）と減額している中、
就労支援員数は増加しており（令和３年度3,047名、令和４年度3,102名）指標２および３においては前年度より実績値が上昇している
ことから効率的な取組が行われていると評価できる。

【達成目標４：後発医薬品使用促進の取組強化及び後発医薬品使用割合の向上を行う】
・　指標７については目標値を達成する見込みであり、指標８については目標値を達成している。

　次期目標等への
反映の方向性

（施策及び測定指標の見直しについて）

【達成目標１：就労支援を適切に行う】
・　指標１～３について、目標値が未達成見込みの状況であるが、令和２～４年度の状況について各自治体に聞き取ったところ、新型
コロナウイルスの影響により対面での就労支援が困難であったこと、就労意欲の喚起が困難であったこと、求人数の減少により就職
先の選択肢がせばまったこと等の影響が指摘されている。新型コロナウイルスの影響が小さくなる令和５年度以降は事業への参加
者数等は上昇するものと考えられ、また達成目標２に記載の制度の見直し（令和７年４月１日施行）による被保護者就労準備支援事
業の効果も踏まえ、今後、目標達成のための一層の取組を実施していく。

【達成目標２：被保護者就労準備支援事業等を活用した、自立支援の取組強化を行う】
・　指標４、５については、目標値を概ね達成している状況であるが、生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律（令和６年法律
第21号）において、被保護者就労準備支援事業を法定化するとともに、保護の実施機関が必要と認める場合は、生活困窮者向けの
就労準備支援事業を被保護者が活用できるよう見直しを行った（令和７年４月１日施行）ところ。今まで未実施であった実施機関にお
いても新たに事業を開始することも想定されることから、目標達成のため一層の取組を実施していく。

【達成目標３：頻回受診に係る適正受診指導の取組徹底・強化による改善者数の向上を行う】
・　指標６については、目標値の達成に向け、令和6年3月に開始した、医療扶助におけるマイナンバーカードによるオンライン資格確
認の機能の一部である、資格確認実績ログを活用するといった新たな手法も活用した取組や、生活困窮者自立支援法等の一部を改
正する法律において努力義務として創設した、都道府県が、市町村に対し、広域的観点から医療扶助等に関する取組目標の設定・
評価やデータ分析に係る必要な助言等を行う仕組み（令和７年４月１日施行）により、目標達成のための一層の取組を実施していく。


